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公布 規則

◇ 土地譲渡益重課税制度及 長期譲渡所得課税 特例制度 係 優良宅地 認定 関

規則 一部 改正 規則（ ）（住宅政策課）……………………………………………………

土地譲渡益重課税制度及 長期譲渡所得課税 特例制度 係 優良住宅 認定 関

規則 一部 改正 規則（ ）（〃）………………………………………………………………

鳥取県漁業研修支援資金貸付規則 一部 改正 規則（ ）（水産課）………………………

◇鳥取県漁業研修支援資金貸付規則 一部 改正 規則

漁業研修支援資金 貸付対象 、漁業研修 必要 漁具資材、工具等 購入 必要 資金 加

。

他所要 規定 整備 行 。

施行期日等

（ ） 規則 、公布 日 施行 。

（ ） 所要 経過措置 講 。

土地譲渡益重課税制度及 長期譲渡所得課税 特例制度 係 優良宅地 認定 関 規則 一部 改正

規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

土地譲渡益重課税制度及 長期譲渡所得課税 特例制度 係 優良宅地 認定 関 規則 一部 改正

規則

土地譲渡益重課税制度及 長期譲渡所得課税 特例制度 係 優良宅地 認定 関 規則（昭和 年鳥取県

規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 。
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改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第 条 規則 、租税特別措置法（以下「法」 。）第 条 第 項第

号 、第 条 第 項第 号 、第 条 第 項第 号 及 第 条第 項第

号 規定 基 知事 行 認定（以下「認定」 。） 関 必要 事項

定 。

（認定 基 地位 承継）

第 条 認定 受 者 相続人 他 一般承継人又 認定 受 者 当該宅

地 造成区域内 土地 所有権 他当該宅地 造成 施行 権原 取得 者

（法第 条 第 項第 号 規定 基 認定 係 場合 、

同号 個人又 法人 限 。） 、第 条第 項 証明書 交付 申請

間 限 、 承継 地位承継届出書（様式第 号） 知事 届

出 、 地位 承継 。

（土地区画整理事業 宅地 造成 関 特例）

第 条 土地区画整理法（昭和 年法律第 号） 規定 土地区画整理事業

完了 後、換地処分 取得 宅地 認定 受 者 、同

法第 条第 項（日本住宅公団法（昭和 年法律第 号）第 条 規定 適

用 場合 含 。） 規定 換地処分 公告後、優良宅地認定申請書（様

式第 号） 知事 提出 。

略

様式第 号（第 条、第 条関係）

優良宅地認定申請書

租税特別措置法（第 条 第 項第 号 、第 条 第 項第 号 、第

条 第 項第 号 、第 条第 項第 ） 規定 基 、優良 宅地

供給 寄与 造成 認定 申請 。

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

申請者 住所

氏名

（法人 、名

称及 代表者 氏名）

※証紙 付 欄

（消印 、

。）

造
成
宅
地

概
要

宅地造成区域 含 地域 名称

宅地造成区域 含 都市計画区域
名称

宅地造成区域 面積

宅地 用途

工事着手予定年月日

工事完了予定年月日

他必要 事項

㎡

年 月 日

年 月 日

※受付番号 年 月 日 第 号

※認定番号 年 月 日 第 号

備考 略

様式第 号（第 条関係）

認 定 書

第 号

年 月 日

職 氏 名 印

下記 宅地 造成 、租税特別措置法（第 条 第 項第 号 、第 条

第 項第 号 、第 条 第 項第 号 、第 条第 項第 号 ） 規定

優良 宅地 供給 寄与 認定 証 。

（趣旨）

第 条 規則 、租税特別措置法（以下「法」 。）第 条 第 項第

号 、第 条 第 項第 号 、第 条 第 項第 号 及 第 条第 項第

号 規定 基 知事 行 認定（以下「認定」 。） 関 必要 事項

定 。

（認定 基 地位 承継）

第 条 認定 受 者 相続人 他 一般承継人又 認定 受 者 当該宅

地 造成区域内 土地 所有権 他当該宅地 造成 施行 権原 取得 者

（法第 条 第 項第 号 規定 基 認定 係 場合 、

同号 個人又 法人 限 。） 、第 条第 項 証明書 交付 申請

間 限 、 承継 地位承継届出書（様式第 号） 知事 届

出 、 地位 承継 。

（土地区画整理事業 宅地 造成 関 特例）

第 条 土地区画整理法（昭和 年法律第 号） 規定 土地区画整理事業

完了 後、換地処分 取得 宅地 認定 受 者 、同

法第 条第 項 規定 換地処分 公告後、優良宅地認定申請書（様式第

号） 知事 提出 。

略

様式第 号（第 条、第 条関係）

優良宅地認定申請書

租税特別措置法（第 条 第 項第 号 、第 条 第 項第 号 、第

条 第 項第 号 、第 条第 項第 号 ） 規定 基 、優良 宅地

供給 寄与 造成 認定 申請 。

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

申請者 住所

氏名

（法人 、名

称及 代表者 氏名）

※証紙 付 欄

（消印 、

。）

造
成
宅
地

概
要

宅地造成区域 含 地域 名称

宅地造成区域 含 都市計画区域
名称

宅地造成区域 面積

宅地 用途

工事着手予定年月日

工事完了予定年月日

他必要 事項

㎡

年 月 日

年 月 日

※受付番号 年 月 日 第 号

※認定番号 年 月 日 第 号

備考 略

様式第 号（第 条関係）

認 定 書

第 号

年 月 日

職 氏 名 印

下記 宅地 造成 、租税特別措置法（第 条 第 項第 号 、第 条

第 項第 号 、第 条 第 項第 号 、第 条第 項第 号 ） 規定

優良 宅地 供給 寄与 認定 証 。
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記

略

様式第 号（第 条関係）

優良宅地証明申請書

租税特別措置法（第 条 第 項第 号 、第 条 第 項第 号 、第

条 第 項第 号 、第 条第 項第 号 ） 規定 基 、 年 月

日付第 号 認定 受 宅地 造成 、認定 内容 適合

旨 証明 申請 。

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

申請者 住所

氏名 印

（法人 、名称

及 代表者 氏名）

様式第 号（第 条関係）

証 明 書

第 号

年 月 日

職 氏 名 印

第 条 第 項第 号

第 条 第 項第 号
下記 宅地 造成 、租税特別措置法 規定

第 条 第 項第 号

第 条第 項第 号

優良 宅地 供給 寄与 認定 証 。

記

略

記

略

様式第 号（第 条関係）

優良宅地証明申請書

租税特別措置法（第 条 第 項第 号 、第 条 第 項第 号 、第

条 第 項第 号 、第 条第 項第 号 ） 規定 基 、 年 月

日付第 号 認定 受 宅地 造成 、認定 内容 適合

旨 証明 申請 。

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

申請者 住所

氏名

（法人 、名称

及 代表者 氏名）

様式第 号（第 条関係）

証 明 書

第 号

年 月 日

職 氏 名 印

第 条 第 項第 号

第 条 第 項第 号
下記 宅地 造成 、租税特別措置法 規定

第 条 第 項第 号

第 条第 項第 号

優良 宅地 供給 寄与 認定 証 。

記

略
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附 則

規則 、公布 日 施行 。

土地譲渡益重課税制度及 長期譲渡所得課税 特例制度 係 優良住宅 認定 関 規則 一部 改正

規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

土地譲渡益重課税制度及 長期譲渡所得課税 特例制度 係 優良住宅 認定 関 規則 一部 改正

規則

土地譲渡益重課税制度及 長期譲渡所得課税 特例制度 係 優良住宅 認定 関 規則（昭和 年鳥取県

規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 、改正後部分 対応 改正部分

存在 場合 、当該改正後部分 加 。
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改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第 条 規則 、租税特別措置法（昭和 年法律第 号。以下「法」 。）

第 条 第 項第 号、第 条 第 項第 号 、第 条 第 項第 号

及 第 条第 項第 号 規定 基 認定（以下「認定」 。） 関 必要

事項 定 。

（認定 申請 手続）

第 条 認定 受 者 、住宅 新築 後 、優良住宅認定申請書（様

式第 号） 知事 提出 。 、法第 条 第 項第 号

規定 基 認定（以下「長期譲渡所得課税 特例制度 係 認定」 。）

係 申請書 提出 、住宅 新築 工事 着手 後 、当該認定 可能

程度 工事 進 場合 、当該工事 完了前 行

。

前項 申請書 、次 掲 図書 添付 。

（ ）～（ ） 略

（ ） 建築基準法（昭和 年法律第 号）第 条第 項 規定 確認通知書

又 写 （同条第 項 規定 確認 受 場合 限 。

次号及 次条第 項第 号 同 。）

（ ） 建築基準法第 条第 項 規定 検査済証又 写 （長期譲渡所得

課税 特例制度 係 認定 申請 住宅 新築 工事 完了前 行 場合 除 。）

（ ）～（ ） 略

（ ） 住宅 建築基準法施行規則（昭和 年建設省令第 号）別記第 号様式 第

号様式副本 規定 高床式住宅 、建築基準法第 条第 項 規定

確認通知書 有 場合 、同法第 条第 号 規定 特定行

政庁 当該住宅 当該高床式住宅 該当 旨 証 書類 床面積

記載

（ ） 略

様式第 号（第 条、第 条関係）

優良住宅認定申請書

第 条 第 項第 号

第 条 第 項第 号
租税特別措置法 規定

第 条 第 項第 号

第 条第 項第 号

※証紙 付 欄

（消印 、

。）

基 、優良 住宅 供給 寄与 新築 認

定 申請 。

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

申請者 住所

氏名

（法人 、名

称及 代表者 氏名）

新

築

住

宅

概

要

新築住宅 所在地及 名称

新築住宅 戸数

住宅 床面積

住宅 敷地面積

住宅 構造

住宅 建築費

都市計画区域 名称

中高層耐火共同住宅 階数

（総戸数 戸）
戸

㎡

㎡

万円 ㎡

摘 要

※受付番号 年 月 日 第 号

※認定番号 年 月 日 第 号

（趣旨）

第 条 規則 、租税特別措置法（昭和 年法律第 号。以下「法」 。）

第 条 第 項第 号、第 条 第 項第 号 、第 条 第 項第 号

及 第 条第 項第 号 規定 基 認定（以下「認定」 。） 関 必要

事項 定 。

（認定 申請 手続）

第 条 認定 受 者 、住宅 新築 後 、優良住宅認定申請書（様

式第 号） 知事 提出 。 、法第 条 第 項第 号

規定 基 認定（以下「長期譲渡所得課税 特例制度 係 認定」 。）

係 申請書 提出 、住宅 新築 工事 着手 後 、当該認定 可能

程度 工事 進 場合 、当該工事 完了前 行

。

前項 申請書 、次 掲 図書 添付 。

（ ）～（ ） 略

（ ） 建築基準法（昭和 年法律第 号）第 条第 項 規定 確認済証

（同法第 条 第 項 規定 同法第 条第 項 確認済証

含 。以下同 。）又 写

（ ） 建築基準法第 条第 項 規定 検査済証（同法第 条 第 項 規

定 同法第 条第 項 検査済証 含 。以下同 。）

又 写 （長期譲渡所得課税 特例制度 係 認定 申請 住宅 新築 工

事 完了前 行 場合 除 。）

（ ）～（ ） 略

（ ） 住宅 建築基準法施行規則（昭和 年建設省令第 号）別記第 号様式 規

定 高床式住宅 、建築基準法第 条第 項 規定 確認済証 有

場合 、同法第 条第 号 規定 特定行政庁 当該住宅 当

該高床式住宅 該当 旨 証 書類 床面積 記載

（ ） 略

様式第 号（第 条、第 条関係）

優良住宅認定申請書

第 条 第 項第 号

第 条 第 項第 号
租税特別措置法 規定

第 条 第 項第 号

第 条第 項第 号

※証紙 付 欄

（消印 、

。）

基 、優良 住宅 供給 寄与 新築 認

定 申請 。

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

申請者 住所

氏名

（法人 、名

称及 代表者 氏名）

新

築

住

宅

概

要

新築住宅 所在地及 名称

新築住宅 戸数

住宅 床面積

住宅 敷地面積

住宅 構造

住宅 建築費

都市計画区域 名称

中高層耐火共同住宅 階数

（総戸数 戸）
戸

㎡

㎡

万円 ㎡

摘 要

※受付番号 年 月 日 第 号

※認定番号 年 月 日 第 号

１

４ ３ ６ ２ ２ ３ ４

３ ６

２

１ ２ ２

２

１ ３

４ ６ ３

１

２ １

５ ７ ３

６

１

１ ６ ３

２

１ ２ ３

４ ３ ６

２ ２

３ ４

３ ６

／

１

４ ３ ６ ２ ２ ３ ４

３ ６

２

１ ２ ２

２

１ ３

４ ６ １

６ ２ １ ６ １

５ ７ ５ ７ ２ ５

７ ５

６

２

６ １

２

１ ２ ３

４ ３ ６

２ ２

３ ４

３ ６

／
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の に
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この は という
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備考 ～ 略

申請 租税特別措置法第 条 第 項第 号 規定 基

場合 、「都市計画区域 名称」及 「中高層耐火共同住宅 階数」

欄 記載 、必要 。 、同号 規定 基

中高層 耐火共同住宅 申請 場合 「中高層耐火共同住宅 階数」

欄 記載 、必要 。

申請 租税特別措置法第 条 第 項第 号 規定 基 一団

住宅 係 場合 、 住宅 別紙

記載 、「新築住宅 所在地及 名称」、「住宅 床面積」及 「住宅 敷

地面積」 欄 当該一団 住宅 所在地及 名称、床面積 合計及 敷

地面積 合計 記載 。 、「住宅 構造」及 「住宅 建築費」

欄 記載 、必要 。

申請 、既 租税特別措置法第 条 第 項第 号 規定 基

認定 受 住宅 同法第 条 第 項第 号又 第 条第

項第 号 規定 基 認定 申請 場合 、 旨及 既

受 認定番号 摘要欄 記載 。

略

様式第 号（第 条関係）

認 定 書

第 号

年 月 日

職 氏 名 印

第 条 第 項第 号

第 条 第 項第 号
下記 宅地 新築 、租税特別措置法 規定

第 条 第 項第 号

第 条第 項第 号

優良 住宅 供給 寄与 認定 。

記

略

備考 略

租税特別措置法第 条 第 項第 号 規定 基 一団 住宅

認定 場合 、当該一団 住宅 床面積 「住宅 床面積」 欄

記載 。

備考 ～ 略

申請 租税特別措置法第 条 第 項第 号 規定 基

場合 、「都市計画区域 名称」及 「中高層耐火共同住宅 階数」

欄 記載 、必要 。 、同号 規定 基

中高層 耐火共同住宅 申請 場合 「中高層耐火共同住宅 階数」

欄 記載 、必要 。

申請 租税特別措置法第 条 第 項第 号 規定 基 一団

住宅 係 場合 、 住宅 別紙

記載 、「新築住宅 所在地及 名称」、「住宅 床面積」及 「住宅 敷

地面積」 欄 当該一団 住宅 所在地及 名称、床面積 合計及 敷

地面積 合計 記載 。 、「住宅 構造」及 「住宅 建築費」

欄 記載 、必要 。

申請 、既 租税特別措置法第 条 第 項第 号 規定 基

認定 受 住宅 同法第 条 第 項第 号又 第 条第

項第 号 規定 基 認定 申請 場合 、 旨及 既

受 認定番号 摘要欄 記載 。

略

様式第 号（第 条関係）

認 定 書

第 号

年 月 日

職 氏 名 印

第 条 第 項第 号

第 条 第 項第 号
下記 宅地 新築 、租税特別措置法 規定

第 条 第 項第 号

第 条第 項第 号

優良 住宅 供給 寄与 認定 。

記

略

備考 略

租税特別措置法第 条 第 項第 号 規定 基 一団 住宅

認定 場合 、当該一団 住宅 床面積 「住宅 床面積」 欄

記載 。

１ ３

４ ２ ２ ８

５ ２ ２ ８

２

６ ２ ２

４ ３ ６ ３

６

７

２ ５

４ ３ ６

２ ２

３ ４

３ ６

１

２ ２ ２

１ ３

４ ２ ２

５ ２ ２

２

６ ２ ２

４ ３ ６ ３

６

７

２ ５

４ ３ ６

２ ２

３ ４

３ ６

１

２ ２ ２
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31

31

31 11

28 63

28

31 11

62 11

63

31 11

31 13

31 13

31 13

28 63

28

31 13

62 13

63

31 13

附 則

規則 、公布 日 施行 。

鳥取県漁業研修支援資金貸付規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県漁業研修支援資金貸付規則 一部 改正 規則

鳥取県漁業研修支援資金貸付規則（平成 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中項及 号 表示 下線 引 項及 号（以下「移動項等」 。） 対応 同

表 改正後 欄中項及 号 表示 下線 引 項及 号（以下「移動後項等」 。） 存在 場合

、当該移動項等 当該移動後項等 、移動後項等 対応 移動項等 存在 場合 、当該移動後項

等（以下「追加項等」 。） 加 。

この は の から する

の を する をここに する

の を する

の を のように する

の の の び の に が かれた び という に する

の の び の に が かれた び という が する に

は を とし に する が しない には

という を える

16

12 96

６ ８

鳥取県規則第 号57
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改 正 後 改 正 前

（貸付金 額等）

第 条 貸付金 、次 表 左欄 掲 区分 同表 中欄 掲 資金 対

、 同表 右欄 掲 額 。

区 分 貸付対象資金 貸付額

研修資金 漁業研修 受 者 、漁業研修 専

念 必要 資金

月額 万円以下

資材資金 漁業研修 必要 漁具資材、工具等

（以下「研修用漁具等」 。） 購

入 必要 資金

万円以下

前項 規定 貸付金 資材資金 貸付 、漁業研修 期間中 回 限

。

略

貸付金（第 項 規定 研修資金 限 。以下 項並 第 条第 項及

第 項 同 。） 貸付期間 、貸付金 貸付 受 日

属 月 漁業研修 修了 日 属 月 、漁業研修 内容 応 最

大 月間（当該期間 算定 当 、災害、疾病 他 得 理由

漁業研修 休止 期間（知事 承認 限 。） 除 。） 。

貸付金 据置期間 漁業研修 修了 後 年 経過 、返還期間

据置期間経過後 年以内 。

前項 据置期間 、貸付金 貸付 受 者 申出 短縮

。

（貸付 申請）

第 条 略

貸付金 貸付 申請 、第 条第 項 定 区分 行 、研修

資金 、研修 受 年度 行 。

（期限前返還）

第 条 知事 、借受者 次 各号 該当 、第 条第 項及

第 条第 項 規定 、当該借受者 対 、期限 示 貸付金 全部

又 一部 返還 請求 。

（ ）～（ ） 略

（届出）

第 条 借受者 、次 各号 該当 、直 当該各号 掲

書類 知事 提出 。

（ ）～（ ） 略

（ ） 貸付金（第 条第 項 規定 資材資金 限 。） 貸付 受 者

研修用漁具等 購入 。 研修用漁具等購入届（様式第 号）

連帯保証人 、借受者 死亡 、漁業研修支援資金借受者死亡届（様式

第 号） 知事 提出 。

借受者 、連帯保証人 死亡 又 破産宣告 受 他連帯保証

人 適当 理由 生 、新 連帯保証人 立 、漁業研修支援

資金連帯保証人変更届（様式第 号） 知事 提出 。

（貸付金 額等）

第 条 貸付金 、月額 万円 。

略

貸付金 貸付期間 、貸付金 貸付 受 日 属 月 漁

業研修 修了 日 属 月 、漁業研修 内容 応 最大 月間（当該

期間 算定 当 、災害、疾病 他 得 理由 漁業研修 休

止 期間（知事 承認 限 。） 除 。） 。

貸付金 据置期間 年以内 、返還期間 据置期間 含 年以内 。

（貸付 申請）

第 条 略

貸付金 貸付 申請 、研修 受 年度 行 。

（期限前返還）

第 条 知事 、借受者 次 各号 該当 、第 条第 項及

第 条第 項 規定 、当該借受者 対 、期限 示 貸付金 全部

又 一部 返還 請求 。

（ ）～（ ） 略

（届出）

第 条 借受者 、次 各号 該当 、直 当該各号 掲

書類 知事 提出 。

（ ）～（ ） 略

連帯保証人 、借受者 死亡 、漁業研修支援資金借受者死亡届（様式

第 号） 知事 提出 。

借受者 、連帯保証人 死亡 又 破産宣告 受 他連帯保証

人 適当 理由 生 、新 連帯保証人 立 、漁業研修支援

資金連帯保証人変更届（様式第 号） 知事 提出 。
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の に たっては その やむを ない により を

した が したものに る を く とする

の は とし は を めて とする

けの

の けの は を ける ごとに うものとする

は が の のいずれかに するときは び

の にかかわらず に し を して の

は の を することができる

は の のいずれかに するときは ちに に げる

を に しなければならない

は が したときは

を に しなければならない

は が したとき は を けたことその

として でない が じたときは たに を て

を に しなければならない

４

２ １

３

４ １ ９ １

２

５ ５

６

６

６

２ ４ １

４ ５

１

１ ６

１ ５

６ ４ １

２

３

４

２

３

４ ８

６

２

４ ４

１

１ ６

１ ５

２

３

15

40

36

12

10

15

12

13

14

15

36

14

12

10

15

12

13

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（項 表示及 様式 表示 除 。以下「改正部分」 。）

対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分（項 表示、追加項等及 様式 表示 除 。以下「改正後部

分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正後部分 対応 改正部分

存在 場合 、当該改正後部分 加 。

次 表 改正前 欄中太線 囲 部分（以下「改正表」 。） 対応 同表 改正後 欄中太線

囲 部分（以下「改正後表」 。） 存在 場合 、当該改正表 当該改正後表 改 、改正後表

対応 改正表 存在 場合 、当該改正後表 加 。

次 表 改正前 欄中様式 表示 下線 引 様式（以下「移動様式」 。） 対応 同表 改正

後 欄中様式 表示 下線 引 様式（以下「移動後様式」 。） 存在 場合 、当該移動様式

当該移動後様式 、移動後様式 対応 移動様式 存在 場合 、当該移動後様式 加 。

の の の が かれた の び の を く という に

する の の が かれた の び の を く

という が する には を に め に する が

しない には を える

の の の で まれた という に する の の で

まれた という が する には を に め

に する が しない には を える

の の の の に が かれた という に する の

の の に が かれた という が する には

を とし に する が しない には を える
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様式第 号（第 条関係）

漁業研修支援資金貸付申請書

年 月 日

職 氏 名 様

漁業研修支援資金 貸付 受 、鳥取県漁業研修支援資金貸付規則第

条第 項 規定 、下記 申請 。

申請者 郵便番号

住 所

氏 名

生年月日

電話番号

記

資金名 返還期間 措置期間 資金交付

希望日

借 受 期間及 申請額

貸付希望期間 申請金額

年 年 千円

略

略

（注） 略

申 請 者 概 要

略

研 修 期 間

研 修 漁 業 種 類

略

添付書類 資材資金 、研修計画及 見積書 写 他 研修内容 分

書類

様式第 号（第 条関係）

（表面）

漁業研修支援資金借用証書

略

貸付決定
番 号 第 号

年 月 日 年 月 日

資金名

略

本日上記 漁業研修支援資金 借用 。 、鳥取県漁業研修支

援資金貸付規則及 裏面特約条項 承知 上、借入金 返還 返還期限 相違 実

行 確約 。

年 月 日

職 氏 名 様

借受者 住 所

氏 名

上記資金 借受 、下記 者 、鳥取県漁業研修支援資金貸付規則及 裏面

特約条項 承知 上、借受者 連帯 債務 負担 。

連帯保証人（借受人 未成年者 場合 、連帯保証人 人 親権者又 後

見人）

略

（裏面）

略

様式第 号（第 条関係）

漁業研修支援資金返還免除申請書

年 月 日

様式第 号（第 条関係）

漁業研修支援資金貸付申請書

年 月 日

職 氏 名 様

漁業研修支援資金 貸付 受 、鳥取県漁業研修支援資金貸付規則第

条第 項 規定 、下記 申請 。

申請者 郵便番号

住 所

氏 名

生年月日

電話番号

記

返還期間 措置期間 資金交付

希望日

借 受 期間及 申請額

貸付希望期間 申請金額

年 年 千円

略

略

（注） 略

申 請 者 概 要

略

研 修 期 間

略

様式第 号（第 条関係）

（表面）

漁業研修支援資金借用証書

略

貸付決定
番 号 第 号

年 月 日 年 月 日

略

本日上記 漁業研修支援資金 借用 。 、鳥取県漁業研修支

援資金貸付規則及 裏面特約条項 承知 上、借入金 返還 返還期限 相違 実

行 確約 。

年 月 日

職 氏 名 様

借受者 住 所

氏 名

上記資金 借受 、下記 者 、鳥取県漁業研修支援資金貸付規則及 裏面

特約条項 承知 上、借受者 連帯 債務 負担 。

連帯保証人（借受人 未成年者 場合 、連帯保証人 人 親権者又 後

見人）

略

（裏面）

略

様式第 号（第 条関係）

漁業研修支援資金返還免除申請書

年 月 日

１ ６

６

１

３ ８

１

４

１ ６

６

１

３ ８

１

４

の けを けたいので

の により のとおり します

り けようとする び

の

にあっては び の しその の が

かる

のとおり を しました ついては

び を の の は に なく

することを いたします

の けにつき の は び

を の と して を します

が である は のうち は は

の けを けたいので

の により のとおり します

り けようとする び

の

のとおり を しました ついては

び を の の は に なく

することを いたします

の けにつき の は び

を の と して を します

が である は のうち は は

11 11
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職 氏 名 様

申 請 者 住所

氏名

連帯保証人（借受者 未成年 場合 、親権者又 後見人）

住所

氏名

連帯保証人 住所

氏名

漁業研修支援資金 返還 係 債務 免除 受 、鳥取県漁業研修支援資

金貸付規則第 条第 項 規定 下記 申請 。

記

略

資 金 名 借 受 金 額

略

様式第 号（第 条関係）

漁業研修支援資金返還猶予申請書

年 月 日

職 氏 名 様

漁業研修支援資金 返還 猶予 受 、鳥取県漁業研修支援資金貸付規則

第 条第 項 規定 下記 申請 。

借受者 住 所

氏 名

記

資 金 名

借 受 日

略

様式第 号（第 条関係）

漁 業 研 修 辞 退 届

年 月 日

職 氏 名 様

借 受 者 住所

氏名

連帯保証人（借受者 未成年 場合 、親権者又 後見人）

住所

氏名

連帯保証人 住所

氏名

下記 漁業研修 途中 辞 、鳥取県漁業研修支援資金貸付規則第

条第 項 規定 届 出 。

記

略

資 金 名 借 受 済 総 額 千円

略

様式第 号（第 条関係）

漁 業 研 修 支 援 資 金 辞 退 届

年 月 日

職 氏 名 様

借 受 者 住所

氏名

連帯保証人（借受者 未成年 場合 、親権者又 後見人）

職 氏 名 様

申 請 者 住所

氏名

連帯保証人（借受者 未成年 場合 、親権者又 後見人）

住所

氏名

連帯保証人 住所

氏名

漁業研修支援資金 返還 係 債務 免除 受 、鳥取県漁業研修支援資

金貸付規則第 条第 項 規定 下記 申請 。

記

略

借 受 金 額

略

様式第 号（第 条関係）

漁業研修支援資金返還猶予申請書

年 月 日

職 氏 名 様

漁業研修支援資金 返還 猶予 受 、鳥取県漁業研修支援資金貸付規則

第 条第 項 規定 下記 申請 。

借受者 住 所

氏 名

記

借 受 日

略

様式第 号（第 条関係）

漁 業 研 修 辞 退 届

年 月 日

職 氏 名 様

借 受 者 住所

氏名

連帯保証人（借受者 未成年 場合 、親権者又 後見人）

住所

氏名

連帯保証人 住所

氏名

下記 漁業研修 途中 辞 、鳥取県漁業研修支援資金貸付規則第

条第 項 規定 届 出 。

記

略

借 受 済 総 額 千円

略

様式第 号（第 条関係）

漁 業 研 修 支 援 資 金 辞 退 届

年 月 日

職 氏 名 様

借 受 者 住所

氏名

連帯保証人（借受者 未成年 場合 、親権者又 後見人）

が である は は

の に る の を けたいので

の により のとおり します

の の を けたいので

の により のとおり します

が である は は

のとおり を で めますので

の により け ます

が である は は

が である は は

の に る の を けたいので

の により のとおり します

の の を けたいので

の により のとおり します

が である は は

のとおり を で めますので

の により け ます

が である は は

11

13

13

15

15

15

11

13

13

15

15

15

２

６

２

７

１

８

２

６

２

７

１

８
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住所

氏名

連帯保証人 住所

氏名

下記 漁業研修支援資金 貸付 辞退 、鳥取県漁業研修支援資

金貸付規則第 条第 項 規定 届 出 。

記

略

資 金 名 借 受 済 総 額 千円

略

様式第 号（第 条関係）

漁 業 廃 業 届

年 月 日

職 氏 名 様

借受者 住 所

氏 名

下記 漁業 廃業 、鳥取県漁業研修支援資金貸付規則第 条第

項 規定 届 出 。

記

略

資 金 名 借 受 済 総 額 千円

略

様式第 号（第 条関係）

漁業研修支援資金借受者住所等変更届

年 月 日

職 氏 名 様

借受者 住 所

氏 名

下記 変更事項 生 、鳥取県漁業研修支援資金貸付規則第 条

第 項 規定 届 出 。

記

資 金 名 借受年月日 年 月 日 貸付決定番号

略

注 略

様式第 号（第 条関係）

研 修 用 漁 具 等 購 入 届

年 月 日

職 氏 名 様

借受者 住 所

氏 名

下記 購入 、鳥取県漁業研修支援資金貸付規則第 条第 項

規定 届 出 。

記

研修用漁具等 概要

借 受 年 月 日

所属漁業協同組合

購 入 年 月 日

漁 具 等 内 容

年 月 日 貸付決定番号

年 月 日

住所

氏名

連帯保証人 住所

氏名

下記 漁業研修支援資金 貸付 辞退 、鳥取県漁業研修支援資

金貸付規則第 条第 項 規定 届 出 。

記

略

借 受 済 総 額 千円

略

様式第 号（第 条関係）

漁 業 廃 業 届

年 月 日

職 氏 名 様

借受者 住 所

氏 名

下記 漁業 廃業 、鳥取県漁業研修支援資金貸付規則第 条第

項 規定 届 出 。

記

略

借 受 済 総 額 千円

略

様式第 号（第 条関係）

漁業研修支援資金借受者住所等変更届

年 月 日

職 氏 名 様

借受者 住 所

氏 名

下記 変更事項 生 、鳥取県漁業研修支援資金貸付規則第 条

第 項 規定 届 出 。

記

借受年月日 年 月 日 貸付決定番号

略

注 略

のとおり の けを しますので

の により け ます

のとおり を しましたので

の により け ます

のとおり が じましたので

の により け ます

のとおり しましたので の

により け ます

の

の

のとおり の けを しますので

の により け ます

のとおり を しましたので

の により け ます

のとおり が じましたので

の により け ます

15

15

15

10 15

15

12 15

15

15

15

15

10 15

15

１

９

１

１

１

１

１

９

１

１
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２

３

資金調達実績

区 分 総事業費 資金調達区分

資材資金 自己資金 他

申 請 計 画

実 績

円 円 円 円

上記 、相違 証明 。

年 月 日

漁業協同組合名

添付書類

領収書 他 購入 漁具等 経費 分 書類

様式第 号 略

様式第 号 略

様式第 号 略

様式第 号 略

その

のとおり ないことを します

その の した の が かる

13

14

12

13

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目 鳥 取 県 【定価 部 月 円（送料 含 ）】220 2,200１ １か を む｡

古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています

(URL:http://www.pref.tottori.jp)

附 則

（施行期日）

規則 、公布 日 施行 。

（経過措置）

規則 施行 際現 改正前 鳥取県漁業研修支援資金貸付規則 規定 貸 付 漁業研

修支援資金 、 従前 例 。

１

２

この は の から する

この の の に の の により し けられている

については なお の による


